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ポスター作成仕様書
　　年　　月　　日　
候補者氏名　　　宛て
住所　
氏名又は名称　　　　　　　　　　　
(法人にあっては
その代表者の氏名
も記入)

１　ポスターの仕様
	作成契約枚数(イ)
	規格・サイズ
	紙質・厚さ
	その他の仕様

	枚 
	
	
	


２　内訳
	項　目
	数　量
	単　価
	金　額

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	
	
	円
	円 

	消費税
	
	
	円 

	合　計
	
	
	円(ロ)


３　ポスターの作成単価
	作成金額(ロ)
	÷
	作成契約枚数(イ)
	＝
	作成単価(ハ)

	円 
	
	枚 
	
	円　　銭 


　　※作成金額には、上記２（ロ）の合計額を、作成契約枚数には、上記１（イ）の枚数を用いて作成単価（ハ）を算出し、円未満の端数がある場合は、銭の単位まで記入してください。
４　ポスター作成公費対象額
	単　価
	×
	枚　数
	＝
	作成公費対象額(二)

	円　　銭 
	
	枚 
	
	円 


　　※単価には、上記３（ハ）の額が下記により算出した額（以下「基準限度額単価」という。）以下の場合はその額を、基準限度額単価を超える場合は、基準限度額単価を用いて作成公費対象額を算出してください。
	310,500円+（525.06円×ポスター掲示場数）
	＝
	基準限度額単価
※１円未満の端数切上げ

	ポスター掲示場数
	
	


備考
１　このポスター作成仕様書は、契約書締結時にポスター作成業者から候補者に提出し、候補者はポスター作成契約の届出時にこの写しを三股町選挙管理委員会へ提出してください。
２　公費負担の対象となる経費は、上記４（二）の額（公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター枚数）のみに係る費用であり、その他の印刷物は公費負担の対象とはなりません。
